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農業の経営継承について
～取り組みの現状と課題～

令和４年２月７日

農林水産省経営局経営政策課担い手企画班 小泉亜弓
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本日の流れ

農業の経営継承とは

農業の経営継承の現状

農業の経営継承の課題
～円滑な経営継承を実現するために～
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農業の経営継承とは

農業経営の継承とは、
農地や機械・設備等の有形資産とともに、

技術・ノウハウ・人脈等の無形資産を
次の世代に引き継いでいくこと
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農業の経営継承とは

農業の経営継承の類型

メリット デメリット

親
族
内
承
継

関係者から心情的に受け入
れられやすい。

後継者を早期に決定し、長期
の準備期間が確保できる。

親族内に経営能力と意欲がある者がいるとは限ら
ない。

相続人が複数いる場合、後継者の決定や事業用資
産等の集中が難しい。

後継者本人の意向を明示的に確認する取組が必
要。

従
業
員
承
継

親族内に後継者候補がいな
い場合でも、後継者確保がし
やすい。

業務に精通しているため、他
の従業員などの理解が得ら
れやすい。

親族内継承と比べて、関係者から心情的に受け入
れられにくい場合がある。

後継者候補に株式取得等の資金力がない場合が
多い。
後継者として組織内で計画的に人材育成をしていく
必要がある。

第
三
者
承
継

広く後継者候補を求めること
ができる。

現経営者が事業売却による
利益を獲得できる。

希望の条件（後継者の経営理念、従業員の継続雇
用、売却価格等）を満たす後継者の確保が難しい。

後継者が確保できても、関係者の理解や協力など
が得られず後継者が辞めてしまう場合もあるので、
継承完了までしっかりと経営をサポートする必要が
ある。
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農業の経営継承の現状

５年以内に農業経営を引き継がない, 
49,060, 4.6%

確保していない, 
764,367, 71.0%

親族, 250,158, 95.4%

親族以外の経営

内部の人材, 
8,712, 3.3%

経営外部の人材, 
3,408, 1.3%

５年以内に農業を引き継ぐ後

継者の確保している, 262,278, 
24.4％

５年以内の後継者の確保状況別経営体数（単位：経営体）

出典：農林水産省2020年農林業センサス
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農業の経営継承の現状

農業後継者の有無、農業従事日数 （単位：経営体）

農業従事日数0, 67,414 , 5%

農業従事日数1～149, 250,906 , 20%

農業従事日数150～, 65,032 , 5%

別居後継者あり

239,202 
19%

別居後継者なし

645,235 
51%

同居後継者がいる
383,352 

30%

同居後継者がいない
884,437 

70%

出典：農林水産省2015年農林業センサス

円滑に経営継承するためには、
計画的に取り組む必要があるため早めの着手が重要
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○ 今後増加する出し手の農地はもとより、農地以外の施設等の経営資源も、次世代に円
滑に継承し、有効活用していくことが重要。

〇 施設等の経営資源を、地域内外の受け手に円滑に引き継がれるようにするためには、
技術・ノウハウ、販路等も含め、移譲者と継承者の十分な調整が必要。

〇 このため、地域を越えた広域での人材のマッチングや関係団体によるサポートなど、第
三者継承等を計画的に進めるための仕組みや支援体制の整備が必要。

経営継承の課題

5.8

1.9

2.2

2.3

4.5

12.4

13.8

17.8

38.3

47.1

52.5

0 10 20 30 40 50 60

その他

関係者（親族・従業員等）の理解が得られない

承継者との間に資産に対する評価に相違がある

相談する場所がわからない

承継者が買収資金を確保できない

贈与税や相続税の発生

承継者がいない

承継者育成の時間的余裕

事業の将来性が不安

生産技術の継承

経営ノウハウの継承

（％）

〇 担い手農業者における継承する際の課題（複数回答）

資料：日本政策金融公庫 農業景況調査：事業承継（平成30年7月調査） 10

42 59.1
42.8 42.3
42.7 23
16.2 16.1
17.2 6.9
8.3 19.2
4.1 5.4
2.3 2.1
1.9 1.6
1.8 2.4
5.9 5.8

3千万円以下 1億円以上

売上階層
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円滑な経営継承を実現するために

更なる経営発展へ

経営継承計画の実行

経営継承計画の策定

後継者の選定・育成

経営状況・資産の把握

経営継承の必要性の確認

準
備
段
階

計
画
段
階

実
行
段
階

経営継承の進め方
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円滑な経営継承を実現するために

農林水産省の経営継承に関する支援策

経営継承・発展等支援事業

新規就農者育成総合対策
就農準備資金・経営開始資金・雇用就農資金・経営発展支援事業

青年等就農資金

農業経営者サポート事業
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円滑な経営継承を実現するために

経営継承に関する税制、その他の支援策
事業承継税制

法人版事業承継税制・個人版事業承継税制

農地を相続した場合の課税の特例（相続税納税猶予制度）

農業経営基盤強化法に基づく特別控除

小規模宅地等の特例

経営資源集約化税制

経営継承円滑化法による遺留分に関する民法の特例

所在不明株主からの株式買取等に関する特例

農地を生前一括贈与した場合の課税の特例（贈与税納税猶予制度）
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個人版版事業承継税制
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円滑な経営継承を実現するために
法人版事業承継税制

後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の
認定を受けて いる非上場会社の株式等を贈与

又は相続等により取得した場合において、その
非上場株 式等に係る贈与税・相続税について、

一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者
の 死亡等により、納税が猶予されている贈与
税・相続税の納付が免除される制度

青色申告（正規の簿記の原則によるものに限り
ます。）に係る事業（不動産貸付事業等を除き
ます。）を行っていた事業者の後継者として円
滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資
産を贈与又は相続等により取得した場合にお
いて、その事業用資産に係る贈与税・相続税に
ついて、一定の要件のもと、その納税を猶予し、
後継者の死亡等により、納税が猶予されている
贈与税・相続税の納付が免除される制度

事業を行うために必要な、多様な事業用資産が
対象
○土地・建物

（土地は400㎡、建物は800㎡まで）
○機械・器具備品
○車両・運搬具
○生物（乳牛等、果樹等）
○無形償却資産（特許権等） 等

特例措置 一般措置

事前の計画策定等
５年以内の特例承継計画の提出

平成30年４月１日から
令和5年３月31日まで

不要

適用期限
10年以内の贈与・相続等

平成30年１月１日から
令和9年12月31日まで

なし

対象株数 全株式 総株式数の最大３分の２まで
承継パターン 複数の株主から最大３人の後継者 複数の株主から１人の後継者

雇用確保要件 弾力化
承継後５年間

平均８割の雇用維持が必要
事業の継続が困難な
事由が生じた場合の免除

あり なし

相続時精算課税の適用
60歳以上の者から20歳以上の者へ

の贈与
60歳以上の者から20歳以上の推定

相続人（直系卑属）・孫への贈与
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円滑な経営継承を実現するために
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円滑な経営継承を実現するために
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ご清聴ありがとうございました
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